
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
人　

事　

課
）　

　

一

 
規

則

　

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
一
号

　
　
　

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
企
画
部
に
属
す
る
機
関
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
部
に
属
す
る
機
関
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
の
表
企
画
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
市
町
村
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
二
号
中
「
企
画
部
地
域
振
興
課
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
部
地
域
復
興
支

援
課
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
の
見
出
し
を
「（
震
災
復
興
・
企
画
部
各
課
室
の
分
掌
事
務
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
企
画
部
」
を
「
震
災

復
興
・
企
画
部
」
に
改
め
、
同
条
企
画
総
務
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
「
企
画
総
務
課
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
総
務
課
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
関
す
る
こ
と
」
の
下
に
「（
震
災
復
興
推
進
課
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）」
を
加

え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

震
災
復
興
推
進
課

　

一　

震
災
復
興
に
関
す
る
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

震
災
復
興
に
関
す
る
国
の
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

震
災
復
興
に
関
す
る
広
報
そ
の
他
の
啓
発
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
二
条
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
「
政
策
課
」
を
「
震
災
復
興
政
策
課
」
に
改
め
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、

第
三
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
二
号
中
「
企
画
総
務
課
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
総
務
課
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

震
災
復
興
に
関
す
る
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
二
条
地
域
振
興
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
「
地
域
振
興
課
」
を
「
地
域
復
興
支
援
課
」
に
改
め
、
第
十
九
号
を
第

二
十
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五　

市
町
村
の
震
災
復
興
に
関
す
る
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
表
企
画
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

中
「
企
画
部
政
策
課
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
部
震
災
復
興
推
進
課
、
震
災
復
興
・
企
画
部
震
災
復
興
政
策
課
」
に
改

め
る
。

　

第
三
章
第
三
節
第
二
款
の
款
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　

第
二
款　

震
災
復
興
・
企
画
部
に
属
す
る
機
関
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震
災
復
興
・

企
画
部

震
災
復
興
・
企
画
総
務
課
、
震
災
復
興
推
進
課
、
震
災
復
興
政
策
課
、
地
域
復
興
支
援
課
、
総

合
交
通
対
策
課
、
統
計
課
、
情
報
政
策
課
、
情
報
産
業
振
興
室
、
情
報
シ
ス
テ
ム
課

　

第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
表
中
「

企
画
部

企
画
総
務
課

」
を

「

震
災
復
興
・
企
画

部

震
災
復
興
・
企
画

総
務
課

」
に
改
め
る
。

震
災
復
興
・

企
画
部

情
報
政
策
課

情
報
産
業
振
興
室

　

第
二
十
二
条
第
三
項
の
表
企
画
・
評
価
専
門
監
の
項
中
「

政
策
課

」
を
「

震
災
復
興
政

策
課

」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
の
表
政
策
調
査
員
の
項
中
「

企
画
部
政
策

課

」
を
「

震
災
復
興
・

企
画
部
震
災

復
興
政
策
課

」
に
改
め
、
同
表
企
画
員
の
項



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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宮
城
県
総
合
計
画
審
議
会
の
項
中
「

政
策
課

」
を
「

震
災
復
興
政

策
課

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
宮
城
県
国
土
利
用
計
画
審
議
会
の
項
中

「

地
域
振
興
課

」
を

「

地
域
復
興
支

援
課

」
に
改
め
、
同
表


